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三
島
市
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
の
中
核
機
関 

三
島
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
ま
し
た 

ふ 
三
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
認
知
症
、
知
的
障
が
い
、
精
神
障

が
い
な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が
十
分
で
は
な
い
人
の
権
利
を
擁
護
す

る
と
と
も
に
、
権
利
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
相
談
に
応
じ
る
な
ど
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
つ
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
財

産
や
権
利
を
守
る
「
成
年
後
見
制
度
」
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、

令
和
元
年
10
月
１
日
に
、
三
島
市
か
ら
の
受
託
事
業
と
し
て
「
三
島

市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
ま
し
た
。 

成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
お
考
え
の
方
、
何
か
お
悩
み
の
方
は
、
ぜ

ひ
一
度
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
親
族
や
近
所
の
方
の
こ
と
が
心
配
な
方
、

支
援
者
か
ら
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ご
利
用
は
無
料
で
す
。

（
セ
ン
タ
ー
の
機
能
の
詳
細
は
３
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
） 

 三
島
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー 

所
在
地
／
三
島
市
南
本
町
20-

30 

三
島
市
社
会
福
祉
会
館
１
階 

電
話
番
号
／
０
５
５(
９
７
２)

３
２
２
１ 

受
付
時
間
／
月
～
金
曜
日 

８
時
30
分
～
５
時
15
分 

※
祝
日
及
び
年
末
年
始
（
12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日
ま
で
）
を
除
く
。 

成
年
後
見
制
度
と
は
何
で
し
ょ
う
？ 

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
、
知
的 

障
が
い
、
精
神
障
が
い
な
ど
の
精
神
上
の
障
が
い
に
よ
っ
て
、

判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
の
生
活
を
支
え
る
た
め
の
法
律
に

基
づ
く
制
度
で
す
。
援
助
者
（
後
見
人
等
）
を
選
ぶ
こ
と
で
、
本

人
が
不
利
益
を
受
け
な
い
よ
う
権
利
や
財
産
を
守
り
、
本
人
の

意
思
を
尊
重
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
援
助
し
ま
す
。 

※
判
断
能
力
…
自
分
が
行
っ
た
行
為
の
結
果
が
ど
う
な
る
か
、

例
え
ば
、
売
買
や
贈
与
等
の
契
約
を
す
る
場
合
に
、
自
分
に
と

っ
て
必
要
か
否
か
、
自
分
に
有
利
か
否
か
、
適
正
か
否
か
等
を

考
え
た
上
で
、
契
約
で
き
る
能
力
の
こ
と
。 

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
ま
ず 

成
年
後
見
制
度
を
知
り
ま
し
ょ
う 

●
銀
行
や
保
険
の
手
続
き
が
困
難
、
心
配
。（
預
金
の
引
出
し
、

通
帳
・
印
鑑
等
の
保
管
、
保
険
の
受
取
り
な
ど
） 

●
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
が
困
難
、
心
配
。

（
施
設
入
所
や
入
院
等
に
伴
う
手
続
き
な
ど
） 

●
難
し
い
財
産
管
理
が
心
配
。（
遺
産
分
割
や
相
続
放
棄
等
の
手

続
き
、
賃
貸
不
動
産
の
管
理
、
不
動
産
の
売
却
な
ど
） 

●
頼
れ
る
親
族
が
い
な
い
、
い
て
も
将
来
が
不
安
。（
病
気
の
際

の
各
種
手
続
き
や
見
守
り
、
自
身
の
希
望
の
尊
重
な
ど
） 

●
お
金
の
ト
ラ
ブ
ル
、
ま
た
は
そ
の
恐
れ
が
あ
る
。（
悪
質
な
訪

問
販
売
や
不
要
な
契
約
・
保
証
人
、
身
内
や
知
人
に
よ
る
金

銭
搾
取
な
ど
） 
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今
す
ぐ
後
見
人
が
必
要
な
場
合 

●
親
の
認
知
症
が
進
行
し
、
医
師
か
ら
施
設
入
所
を
勧

め
ら
れ
た
。 

●
親
の
預
金
口
座
か
ら
お
金
を
引
き
出
そ
う
と
し
た

ら
、
銀
行
か
ら
家
族
で
あ
っ
て
も
本
人
以
外
に
動
か

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
。 

●
知
的
・
精
神
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
い
る
。
自
分
が

亡
く
な
っ
た
後
の
こ
と
が
心
配
。 

専門職相談窓口のご案内 

名称 日時 備考 

弁護士権利擁護相談 毎月第 1水曜日 13：00～16：00 要予約 

1件 30分まで 司法書士権利擁護相談 毎月第 3水曜日 13：30～16：30 

 

三島市成年後見支援センターでは、関係機関の協力を得て、下記の相談窓口を設置

しています。相談は、弁護士と司法書士の法律職が対応します。相談をご希望の方

は、お気軽にお問合せください。 電話：055-972-3221 ※相談無料 

た
と
え
ば
、
こ
ん
な
時
、 

あ
な
た
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
？ 

１
．
法
定
後
見
制
度
を
利
用
！ 

す
で
に
判
断
能
力
に
不
安
が
あ
る
人
の
た
め
に
、
家

庭
裁
判
所
が
後
見
人
を
選
ぶ
制
度
で
す
。 

①
申
立
て
先
は
、
本
人
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
家
庭
裁

判
所
に
な
り
ま
す
。 

②
本
人
や
配
偶
者
、
４
親
等
内
の
親
族
な
ど
が
、
家
庭
裁

判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

③
申
立
て
る
人
は
、
後
見
人
候
補
者
の
希
望
を
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

④
法
定
後
見
制
度
は
、
本
人
の
判
断
能
力
に
応
じ
て
３

つ
（
後
見
、
保
佐
、
補
助
）
に
分
か
れ
ま
す
。 

⑤
後
見
人
は
、
親
族
の
他
、
弁
護
士
や
司
法
書
士
、
社
会

福
祉
士
な
ど
が
選
ば
れ
ま
す
。 

将
来
に
備
え
た
い
場
合 

●
将
来
、
認
知
症
に
な
っ
た
と
き
、
預 

貯
金
の
引
出
し
や
年
金
の
受
取
り
な 

ど
が
心
配
。 

●
高
齢
に
な
っ
て
入
院
や
施
設
入
所
が 

必
要
に
な
っ
た
と
き
、
自
分
の
代
わ
り
に
手
続
き
を
し
て
く
れ
る
人
を

決
め
て
お
き
た
い
。 

●
頼
れ
る
親
族
が
い
な
い
。
一
人
暮
ら
し
の
た
め
、
老
後
に
不
安
が
あ
る
。 

２
．
任
意
後
見
制
度
を
利
用
！ 

現
在
し
っ
か
り
し
て
い
て
将
来
に
備
え
た
い
人
が
、
自
分
で
後
見
人
を

選
ぶ
制
度
で
す
。 

第
１
段
階
（
公
正
証
書
の
作
成
） 

①
公
証
役
場
で
契
約
書
（
公
正
証
書
）
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

②
あ
ら
か
じ
め
、「
誰
に
」「
ど
ん
な
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
か
」
決
め
て

お
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

第
２
段
階
（
家
庭
裁
判
所
へ
の
申
立
て
） 

③
認
知
症
な
ど
に
よ
り
、
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
に
、
本
人
や
親
族
、

任
意
後
見
人
の
予
定
者
な
ど
が
、
家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
を
行
い
ま

す
。 

④
家
庭
裁
判
所
が
任
意
後
見
監
督
人
を
選
任
し
て
は
じ
め
て
任
意
後
見

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。 

成年後見制度は、２つの制度から成り立っています。 

１．法定後見制度   ２．任意後見制度 
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成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
連
携
協
議
会
と
は

判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
を
発
見
し
て
早
期
の
段
階
か
ら

相
談
対
応
を
行
い
、
本
人
の
意
思
を
丁
寧
に
く
み
取
っ
た
権
利
擁

護
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、
法
律
・
福
祉
の
専
門
職
団
体
、

医
療
・
福
祉
関
係
団
体
、
相
談
支
援
機
関
、
地
域
関
係
団
体
、
金

融
機
関
、
市
、
市
社
協
な
ど
が
情
報
や
知
識
を
提
供
・
共
有
し
連

携
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
セ
ン
タ
ー
で
は
、
各
関
係
機
関
の
代
表
者
等
で
構
成
す
る

協
議
会
を
設
置
し
ま
す
。
こ
の
協
議
会
で
は
、
セ
ン
タ
ー
運
営
に 

関
す
る
助
言
の
ほ
か
、
各
機
関
の
取
り
組
み
・
課
題
の
報
告
な
ど

を
通
し
て
、
連
携
を
強
化
す
る
中
、
意
思
決
定
支
援
・
身
上
保
護

を
重
視
し
た
成
年
後
見
制
度
の
運
用
に
資
す
る
支
援
体
制
を
構

築
し
て
い
き
ま
す
。
※
令
和
２
年
２
月
設
置
予
定 

三
島
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
業
務
内
容 

 

三
島
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
三
島
市
に
お

け
る
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
の
中
核
機
関
と
し
て
、

成
年
後
見
制
度
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
制
度

推
進
の
た
め
の
環
境
整
備
や
相
談
援
助
業
務
等
を
行
い

ま
す
。 

１ 

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
広
報 

周
り
の
人
の
気
づ
き
を
向
上
さ
せ
て
、
成
年
後
見
制

度
の
利
用
が
必
要
な
人
の
早
期
発
見
に
つ
な
げ
る
た
め

に
、
判
断
能
力
の
低
下
に
伴
っ
て
発
生
す
る
問
題
や
成

年
後
見
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
等
を
周
知
し
ま
す
。 

２ 

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
相
談 

相
談
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
、
セ
ン
タ

ー
職
員
が
対
応
す
る
一
般
相
談
窓
口
を
常
設
す
る
と
と

も
に
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
等
の
専
門
職
に
よ
る
専
門

職
相
談
窓
口
も
定
期
的
に
開
設
し
ま
す
。 

３ 

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
利
用
促
進 

成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
親
族
や

施
設
関
係
者
が
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
判
断
目
安
と

な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
本
人
の

状
況
に
合
わ
せ
た
支
援
方
針
や
成
年
後
見
人
等
（
保
佐

人
・
補
助
人
を
含
む
）
の
候
補
者
の
検
討
・
調
整
を
し
ま

す
。 

４ 

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
後
見
人
支
援 

十
分
な
研
修
や
組
織
的
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
親
族
後
見
人
等
、
専
門
職
以
外
の
後
見
人
等
が
一
人

で
悩
み
を
抱
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
意
見
交
換
す
る

機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
を

設
置
し
、
後
見
活
動
の
相
談
や
定
期
報
告
書
類
の
作
成
等
の

助
言
を
行
い
ま
す
。 

 【
運
営
体
制
】 

三
島
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
は
「
①
運
営
事
務
局
」、

「
②
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
委
員
会
」
で
構
成
し
ま
す
。
ま
た
、

「
③
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
連
携
協
議
会
」
を
設
置
し
、

運
営
状
況
の
報
告
を
す
る
一
方
、
協
議
会
か
ら
の
事
業
に
対

す
る
助
言
を
頂
く
な
ど
に
よ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
効
果
的
な
運

営
に
取
り
組
み
ま
す
。 

①運営事務局 

職員 3 名 

③成年後見制度 

利用促進連携協議会 

②コーディネート委員会 

委員 5名（弁護士、司法書士、社会

福祉士、市役所市長申立担当職員

（高齢・障がい者部門）） 

例
え
ば
こ
ん
な
相
談
も 

成
年
後
見
制
度
Ｑ
＆
Ａ 

Ｑ
成
年
後
見
制
度
の
手
続
き
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
１
人
で
は

分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
不
安
を
感
じ
ま
す
。 

Ａ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
法
律
職
が
対
応
す
る
専
門
職
相
談
（
２
ペ
ー

ジ
参
照
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
法
律
職
の
助
言
を
受
け
た
い

場
合
や
作
成
し
た
書
類
を
確
認
し
た
い
場
合
な
ど
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。 

Ｑ
親
族
の
成
年
後
見
人
に
な
っ
た
ら
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
報
告
を

求
め
ら
れ
た
。
ど
う
や
っ
て
報
告
書
を
作
っ
た
ら
い
い
か
分
か

ら
ず
、
不
安
…
。 

Ａ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
成
年
後
見
人
の
方
へ
の
報
告

書
作
成
等
の
助
言
も
行
い
ま
す
。 

運営状況 

報告 助言 
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地域安心サポーター養成講座 

健康長寿の 3要素（運動・社会参加・栄養）の学び

を通し、自助力を高める中で、自分の住んでいる身近

な地域を意識し、できることを一緒に考え、活動を形

にしていく足がかりのための講座です。 

とき・内容／ 

11月 22日（金） 

13：30～15：30 

運動の講義と実技講義 

講師：稲益大悟氏（しずおか健康

長寿財団健康運動指導士） 

11月 29日（金） 

9：30～11：30 

社会参加の講義 

講師：久保田晃生氏（東海大学体

育学部教授） 

12月 6日（金） 

13：30～15：30 

栄養の講義 

講師：佐々木和子氏（管理栄養士） 

ところ／三島市社会福祉会館大会議室 

対 象／市内在住の方 全行程参加できる方 

定 員／20名 参加費無料 

申込み／三島市社会福祉協議会 

☎972-3221（11/14 締切り） 

その他／駐車場はご用意できま 

せんので、車の方は、お近くの 

有料駐車場をご利用下さい。 

10月 20日は「県民福祉の日」 

 

 

 

 

 

ふだんの生活の中にボランティア活動を取り入れ

てみませんか？ 

一人ひとりが輝ける地域をつくるために、あなたに

もできることがきっとあります。ボランティア活動は、

こころをつなぐ活動です。「ボランティア活動に興味は

あるけれど、自分にできるかな・・・」と思っている方！

社会福祉協議会がはじめの一歩を応援します。 

相談・問合せ／三島市社会福祉協議会 ☎972-3221 

お し ら せ ／ ぼ し ゅ う ／ ご あ ん な い 

令和元年度 社会福祉大会 

永年にわたり社会福祉事業にご尽力された方々の

功績を称え、「社会福祉功労者」として表彰させていた

だくとともに、「共に支え合う健康・福祉のまちづく

り」の実現に向け、社会福祉大会を開催します。民生

委員・児童委員や保護司をはじめ、社会福祉施設役職

員、ボランティアグループなどの方々が表彰されま

す。どなたでもご来場いただけます。 

と き／11月 27日（水）13：00～15：30 

ところ／三島市民生涯学習センター講義室 

内 容／表彰式典、福祉映画上映「徘徊ママリン 87歳

の夏」～認知症だって、一生に一回のママリ

ンの老後～（77 分） 入場無料 

問合せ／三島市社会福祉協議会 ☎972-3221 

その他／駐車場に限りがありますので、公共交通機関

のご利用にご協力ください。 

294
フクシ

 

静岡県では、1 月 1 日から数え

て 294日目にあたる 10月 20日を

「県民福祉の日」として制定して

います。 

 

福祉車両・車椅子をご利用ください 

三島市社会福祉協議会では、外出困難な高齢者や障が

い者等の生活圏拡大と社会参加を支援すること及び体

力維持向上、交流、親睦を支援し日常生活の向上を図る

ことを目的に福祉車両（車椅子のまま乗降できる車両）

及び車椅子の貸出をしております。通院、入退院、外出

等でお困りの際は是非、ご利用ください。 

・福祉車両のガソリン代は利用者負担となります。 

・車椅子は、病気やケガ等のために在宅で短期間必要と

する方が対象です。子ども用車椅子もあります。※介

護保険制度等で貸与可能な方は対象外 

・初めてご利用される方は、お電話にてご相談くださ

い。（☎972-3221） 

・貸出は無料ですが、社会福祉協議会賛助会員のご協力

のお願いをさせていただいております。 

（年会費＜4 月～翌年 3月＞１口／1,000円） 

福祉車両は、昨

年 10 月に更新し

ました。従来の福

祉車両に比べ乗

降等の操作がと

ても簡単になり

ました。 


